
１．背景と目的

先行研究１、2）により肢体不自由児の大半は、親に

よる抱きかかえによって入浴介助がおこなわれてい

ることがわかった。しかし、浴室が狭い環境では、

親が無理な姿勢で子どもを抱きかかえる場面がみら

れ、より一層介助の負担が大きくなっている事例も

少なくなかった。また、市販されている子ども用の

入浴用具はあるものの、日本の浴室の大きさとその

入浴用具の使い勝手との関係はあきらかになってい

ない。

そこで本研究では、子どもが小さい時期は入浴時

の負担を軽減するために洗体用椅子を導入する場合

を取り上げ、その介助方法に必要なスペースについ

て検証することを目的とする。

２．実験概要

一般に普及している浴室（ユニットバス）の大き

さを４種類設定し、肢体不自由児を想定した人形を

使用して、６名の被験者（医療職）によって入浴介

助を疑似的に体験してもらい、その感想を官能評価

により確認した。実験概要を表１、図１に示す。な

お本実験は、国立保健医療科学院倫理審査委員会に

て承認（NIPH-IBRA#11026）を受け、各被験者

には実験趣旨を文書・口頭で説明し、実験参加の同

意を得た。

表１　実験の概要

図１　実験の様子

２．１　被 験 者

被験者は、横浜市総合リハビリテーションセン

ターに所属する理学療法士３名、作業療法士２名、

保健師１名の計６名とし、子育て経験者または小児

訓練経験者とした。被験者の属性を表２に示す。

２．２　実験装置

可動壁により浴室面積の大きさを変更できるブー

ス（図２）を使用した。可動壁には透明のアクリル
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表２　被験者属性

図２　実験装置

板（２mm）を貼り、床面はグリッド線が印刷され

ているスチレンボード（厚さ５mm）を用いた。ま

た、被験者が具体的に入浴介助のイメージをしやす

いように浴槽（縁の高さ450mm、深さ550mm）

を置き、洗い場には水栓（突出部分100mm）を設

け、シャワーホース（長さ1600mm）を付けた。

肢体不自由児役の人形の身長は114.2cm、体重

9.2kg、洗体用いすは幅440mm、長さ750mm、

座面高さ約100mmを使った。人形の障害の想定は、

小学校低学年程度の脳性麻痺による痙性四肢麻痺で、

頸部の後屈や腰椎の前わんを伴う下肢の伸展パター

ンが強く、脊柱や下肢の可動性も低下しているタイ

プである。

２．３　浴室の大きさと評価項目

評価する浴室の大きさは次の４種類（表３）であ

る。1216サイズ（洗い場面積1.08㎡）、1616サイ

ズ（洗い場面積1.44㎡）、1418サイズ（洗い場面積

1.54㎡）、1620サイズ（洗い場面積2.08㎡）。４種

類の浴室ごとに一連の入浴介助（人形を椅子に置く、

人形の体を洗う、浴槽に入る等）を擬似的に実施し

てもらった。実験の流れを表４に示す。入浴介助の

動作を複数回実施後、被験者が官能評価用紙に記入

する形式をとった。官能評価項目とその選択肢は表

５の通りである。

表３　検証した浴室の大きさ

表４　実験の流れ

表５　評価項目

３．結果と分析

３．１　浴室の大きさ別にみた介助動作の

窮屈感と負担感

入浴介助の動作を「人形を椅子に置く動作」「洗

体動作」「人形を椅子から抱き上げる動作」「浴槽に

入る動作」「浴槽から出る動作」の５つに分類し、

それぞれについて窮屈感（スペース関する心理的な



負担）と負担感（身体機能面にかかる負担）を評価

した。なお、浴室の大きさに関係なく浴槽の形状が

単一であったため、浴槽内の姿勢等に関する評価は

除外している。浴室の大きさ別にみた有意差検定は、

ウィルコクソンの符号順位検定を用いた。

３．１．１　人形を椅子に置く動作

窮屈感は、1216サイズとそれ以外のサイズにつ

いて有意差が認められた。負担感については、特に

有意差は認められなかった（図３）。

３．１．２　洗体動作

窮屈感について、1216サイズと1418サイズ、

1620サイズとの間で有意差が認められた。負担感

は、1216サイズの負担は大きいものの、浴室の大

きさとの有意差は認められなかった（図４）。

３．１．３　人形を椅子から抱き上げる動作

窮屈感について、1216サイズとそれ以外のサイ

ズについて有意差が認められた。1616サイズと

図３　人形を椅子から抱き上げる動作の評価

図４　洗体動作の評価

1418サイズ、1620サイズとの間にも有意差が認め

られた。負担感については、有意差は認められな

かった（図５）。

３．１．４　浴槽に入る動作、浴槽から出る動作

1216サイズの窮屈感と負担感は大きかったが、

浴室の大きさとの有意差は認められなかった（図６、

図７）。

３．２　総合評価

４種類の浴室サイズについて、介助のしやすさに

関する総合評価を５段階で実施した。その結果、

1216サイズとそれ以外の浴室サイズとの間に有意

差が認められた。1216サイズは他のサイズと比較

して介助しにくいという明確な結果が得られた。

３．３　最低限の浴室サイズ

「将来、２人介助やリフトを使った介助を想定し

た場合、介助がしやすいと考える最低限の浴室サイ

ズは？」という設問に対し、1216サイズと回答し

た被験者は０であった。もっとも多かったのは

図５　人形を椅子から抱き上げる動作の評価

図６　浴槽に入る動作の評価
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1616サイズの３名であり、次いで1418サイズ、

1620サイズであった（図９）。この結果、肢体不自

由児を介助しやすい最低限の浴室サイズは１坪以上

であることが示唆された。

図７　浴槽から出る動作の評価

図８　総合評価

図９　将来を見越した最低限の浴室サイズ

４．考　　察

４．１　実験条件について

本実験では浴室内での介助動作の検証にのみ焦点

を絞り、出入りの検証までは対象としなかったため、

出入口の場所や扉の形状は考慮していない。また、

肢体不自由児役の人形について、重量が約10kgと

実際の子どもよりも軽い条件にしたことは、20kg

や30kgの人形を何度も抱きかかえ介助するには被

験者の負担が大きくなることを想定し、倫理的に配

慮したからである。約10kgの人形でも1216サイズ

の浴室は使いにくいことが明らかであった。

また、本実験の被験者は既に肢体不自由児の療育

に関わった者や子育て経験のある医療職であり、抱

きかかえ介助の方法や福祉用具を使った介助方法等

をある程度知っている。その点からも今回の実験は、

被験者数が６名と少ないにも関わらず有効なデータ

を得ることができたと考える。

４．２　窮屈感と負担感について

実験結果より、1216サイズの狭い浴室では、人

形を洗体用椅子に置く動作や洗体動作、洗体用椅子

から抱き上げる動作について窮屈感を感じているこ

とがわかった。一方、負担感については、どの介助

動作についても1216サイズの方が負担は感じてい

る割合は高いものの、有意差は認められなかった。

このことは、今回の実験で使用した洗体用椅子の座

面高さが約100mmと低いことなどから、たとえ浴

室が大きくなっても低い位置の介助は負担がかかっ

ていると推測できる。浴槽の出入りの介助において、

窮屈感と負担感の両方とも浴室の大きさとの間で有

意差が認められなかったのは、人形の重量が軽く、

浴槽の仕様が一律であったためであると考える。

４．３　最低限の浴室サイズについて

実験中の動作を観察した結果、1216サイズ

（0.75坪）の浴室では、洗い場の面積が狭いため洗

体用いすを斜めに置いたり、介助者が浴槽の縁に

座って介助をするなどの動作がみられ、非常に介助

をしにくい環境であることがわかった。

「1616サイズ」と「1418サイズ」の２種類を１

坪タイプとして設定し、戸建住宅用と共同住宅用の

ユニットバスとして想定した。実験の結果、両者と

もに大きな差はなく、「まあ介助しやすい」という

結果であった。また、1620サイズ（1.25坪）では、

全員が「介助しやすい」と答えており、洗体用椅子

を置く位置などは自由に設定でき、介助スペースに

も余裕がみられた。将来を見据えた浴室サイズにつ

いても被験者全員が1216サイズ（0.75坪）を否定

していることから、介助しやすい浴室の大きさは１

坪以上が望ましいことが明確になった。



５．ま と め

本研究により、肢体不自由児を介助しやすい浴室

サイズは「１坪以上」であることを提案することが

できた。なお、住宅産業協議会の調査３）では、浴室

の広さは１坪タイプが46％ともっとも多く、次い

で0.75坪タイプが23％、1.25坪タイプが21％と

なっている。１坪以上が多数を占めているとはいえ、

これを下回るサイズの浴室も少なくない割合を占め

ている。このような状況を踏まえ、本実験結果を啓

発用パンフレット「子どもの安全入浴ガイドブック

（図10）」に収録し、全国50以上の特別支援学校や

療育センターに配布した。

図10 啓発用パンフレット

※本研究は科学研究費補助金（21500749）の助成

を受けたものである。
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